
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。     ⑤ページ

               ⑥冬の節電について                

 冬の節電へのご協力をお願いします。 

今年の夏は、節電へのご協力ありがとうございました。今年の冬は、電力の安定供給を確保で

きる見通しとなっていますが、電源の計画外停止や急激な気温の変化による需要増加の可能性も

あることから、市民および事業者の皆さんにおいても冬季の節電へのご協力をお願いします。 

【冬季の節電の実施例】 

暖房 

○暖房機器の設定温度を 20～21℃にする。 

○暖房機器の不必要なつけっぱなしをしない。 

○こたつにはこたつ布団と一緒に敷布団、上掛けも使用する。 

電気機器 

○コンセントをこまめに抜き、待機電力を削減する。 

○電気機器の導入時には、省エネルギータイプのものを選択する。 

○テレビはつけっぱなしにしない。 

○冷蔵庫の庫内は季節にあわせて温度調整し、効率的に使用する。 

○電気ポットは長時間使用しないようにコンセントからプラグをぬく。 

照明 
○人のいない部屋の照明は、可能な限り消灯する。 

○省エネルギー型の蛍光灯や電球蛍光ランプ、ＬＥＤを使用する。 

お風呂 ○シャワーを流しっぱなしにしない。 

トイレ ○温水洗浄便座のふたを閉める。 

問 環境保全課（内線 125） 

 

【笠間市役所での取組み】 

 ・事務室の照明の数を 2／3 とします。また、昼間の明るい時間はよりいっそうの消灯を実施 

します。 

・事務室の暖房機器の設定温度を 20℃にするとともに使用時間を短縮します。 

・共用部分（特に階段や通路など）は安全確保を講じた上で節電対策を実施します。 

 ・エレベーターや自動ドアは、必要最小限の運転とします。 

 ・会議室は人数にあった部屋を使用するとともに、室内の不要な部分について消灯します。 

問 総務課（内線 205） 

          ⑧年末年始 ごみ・し尿汲み取り業務のご案内         

 年末のごみ持込みやし尿の汲み取りは、大変混雑しますので、お早めにお済ませください。 

・ごみ収集・し尿汲み取り 休業日 

地区 業務 休業日 

ごみ収集 12 月 31 日（土）～1 月 3 日（火）
笠間地区

し尿・浄化槽汲み取り 12 月 28 日（水）～1 月 5 日（木）

ごみ収集 12 月 31 日（土）～1 月 3 日（火）友部・ 

岩間地区 し尿・浄化槽汲み取り 12 月 30 日（金）～1 月 4 日（水）
 

し尿汲み取り・浄化槽清掃業者 

 笠間地区   ㈱博相社  ℡ 0296-72-6670 

 友部地区   ㈲茨城友清 ℡ 0292-59-4817  ㈱笠間保全 ℡ 0296-77-1010 

 岩間地区   ㈱笠間保全 ℡ 0299-45-2249 
 

・ごみ持込み 

地区 持込み先 期日 受付時間 

笠間地区
エコフロンティアかさま 

（℡ 0296-70-2511） 

年末臨時持込み日

12 月 29 日(木)  

午前 9 時～11 時 30 分

午後 1 時～ 4 時 30 分

友部・ 

岩間地区

笠間・水戸環境組合環境センター 

（℡ 0296-77-2416） 

年内持込み 

12 月 29 日(木)まで

午前 9 時～正午 

午後 1 時～5時 
 

問 環境保全課（内線 127） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

             ⑨高齢者芸術鑑賞事業のお知らせ            

 現在生涯学習課では文化振興の一環として、本物の美術作品を鑑賞できる機会を創設する高齢

者芸術鑑賞事業を実施しています。 

 この機会に、彫刻の庭園を散策しながら本物の芸術作品を鑑賞してみませんか。 

対象 笠間市内に住所があり、年齢が 65 歳以上の方 

※入館料は無料。 

※免許証・住基カード・保険証等で確認が必要となります。 

期間 平成 24 年 3 月 31 日（土）まで 

場所および内容 

 笠間日動美術館および春風萬里荘における常設展・企画展 

開館時間 午前 9時 30 分～午後 5 時（入館は午後 4時 30 分まで） 

休館日 月曜日（ただし、1 月 2 日、9 日は開館、1月 10 日は閉館）  

年末年始（12 月 25 日～1月 1 日） 

企画展前後（要問合せ） 

※実施予定の企画展（笠間日動美術館） 

没後 20 年「児玉幸雄展」 

併設展示 画家が愛したアンティークドール 

会場 企画展示館  

期間 11 月 26 日（土）～平成 24 年 2 月 5日（日）まで開催 

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 

  春風萬里荘 ℡ 0296-72-0958 

 

⑦＜介護保険＞要介護（要支援）認定を受けている方の税控除（障害者控除）について

 納税者本人または生計を一にする方が、所得税法および地方税法上の障害者に該当する場合

は、一定額の所得控除（障害者控除）を受けることができます。 

 65 歳以上で要介護（要支援）認定を受けている方は、障害者手帳などが交付されていなくても、

障害者と同程度であると福祉事務所長が認定する場合は、障害者控除の対象となります。 

 この場合、「障害者控除対象者認定証」が必要になりますので、認定証が必要な方は、次へ申

請して事前にご用意ください。 

申請場所 高齢福祉課または各支所福祉課    

必要なもの 対象者の印鑑 

申請期限 12 月 28 日（水） 

※主治医意見書で心身の状態を確認します。認定された方には認定証を、該当しなかった方には

非該当通知書を、申請日の翌日以降に交付します。 

※昨年（平成 22 年）認定証を交付された方は、本年以降も使用できますので、申請の必要はあ

りません。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。詳しくは担当まで

お問い合わせください。 

申・問 高齢福祉課（内線 171） 笠間支所 福祉課（内線 72134） 岩間支所 福祉課（内線 73172）


